
計画の区分： 学部の設置

　　　　　報告書の提出について（依頼）」の別紙に記載のある大学番号を記載してください。

　　　　　・短期大学の学科の設置の場合：「○○短期大学　△△学科」

　　　　　・大学院設置の場合：「○○大学大学院」

　　　　　・大学院の研究科の設置の場合：「○○大学大学院　○○研究科」

　　　　　・大学院の研究科の専攻の設置等の場合：「○○大学大学院　○○研究科　○○専攻（修士課程）」

　　　　　・通信教育課程の開設の場合：「○○大学　△△学部　□□学科（通信教育課程）」

　　　　　例）

　　　　　・大学の設置の場合：「○○大学」

　　　　　・学部の設置の場合：「○○大学　△△学部」

　　　　　・学部の学科の設置の場合：「○○大学　△△学部　□□学科」

　　　３　大学番号の欄については、調査対象大学等に対して別途発出する、事務連絡「令和２年度の履行状況

　　　　　設置時から対象学部等の名称変更があった場合には、表題には現在の名称を記載し，その下欄に

　　　　　（　　）書きにて、設置時の旧名称を記載してください。

　　　　　例）　○○大学　△△学部　□□学科

　　　　　　　　　　　　（旧名称：◇◇学科（平成◇◇年度より学科名称変更））

　　　　　表題は「計画の区分」に従い、記入してください。

（注）１　「計画の区分」は設置時の基本計画書「計画の区分」と同様に記載してください。

　　　２　大学院の場合は、表題を「○○大学大学院　・・・」と記入してください。

　　　（夜間）　　03-5924-2600

　　　Ｆ Ａ Ｘ　　03-5924-2700

　　　ｅ－mail　　ml-iniad-em@toyo.jp

　　担当部局（課）名　赤羽台事務課

　　　職名・氏名　　課長・渥美
ア ツ ミ

　元康
モトヤス

　　　電話番号　　03-5924-2603

                                                    令和２年５月１日現在     

　作成担当者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注２

【届出】設置に係る設置計画履行状況報告書

学校法人東洋大学　　　

[平成29年度設置］

　　　　　　　　　　　　　　　注１
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東洋大学高等教育推進センター規程 (平成20年規程第39号・平成20年12月17日公示・平成20年12月１日施行)

最終改正:平成30年４月１日

改正内容:平成30年４月１日[平成30年４月１日]

○東洋大学高等教育推進センター規程

平成20年規程第39号・平成20年12月17日公示・平成20年12月１日施行

改正

平成27年４月20日

平成29年４月１日

平成30年４月１日

東洋大学高等教育推進センター規程

（設置）

第１条　東洋大学（以下「本学」という。）は、東洋大学学則第３条の３及び東洋大学大学院学則第１条の３に基づき、「東洋大学高等教育推進セ

ンター」（以下「高等教育推進センター」という。）を設置する。

（目的）

第２条　高等教育推進センターは、本学の教育活動の継続的な改善、改革を組織的に推進、支援することを目的とする。

（事業）

第３条　高等教育推進センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(１)　教育内容及び方法改善のための調査、研究及び支援

(２)　ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）及びＳＤ（スタッフ・ディベロップメント）の研究会、研修会、講演会等の企画、実施及び支援

(３)　国内外の高等教育の動向に係る調査、研究及び情報提供

(４)　新たな教育形態及び教育プログラム等の研究、開発

(５)　各学部、研究科での教育活動の改善、改革の情報交換、調整及び支援

(６)　その他高等教育推進センターの目的達成に必要な事項

（センター長）

第４条　高等教育推進センターに、センター長を置く。

２　センター長は、高等教育推進センターの業務を統括し、高等教育推進センターを代表する。

３　センター長は、学長が指名する副学長とし、理事長が任命する。

４　センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、副学長の在任期間内とする。

（副センター長）

第５条　高等教育推進センターに、副センター長を置くことができる。

２　副センター長は、本学の専任教員のうちから、センター長の推薦を経て、学長が指名し、理事長が任命する。

３　副センター長は、センター長を補佐するとともに、センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けた場合は、センター長の職務を代理し、

又は代行する。

４　副センター長の任期は、センター長の任期満了とともに終了する。ただし、再任を妨げない。

（センター員）

第６条　高等教育推進センターに、第３条に掲げる事業を推進するために、センター員を置くことができる。

２　センター員は、学内外の専門的な知識を有する者とし、センター長の推薦を経て、学長が指名し、理事長が任命する。

（高等教育推進委員会）

第７条　高等教育推進センターに、高等教育推進委員会（以下「推進委員会」という。）を置く。

２　推進委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(１)　センター長、副センター長

(２)　各学部から推薦された専任教員　各１名

(３)　各研究科から推薦された専任教員　各１名

(４)　教務部長

(５)　教務部事務部長

(６)　高等教育推進支援室長

(７)　センター員

(８)　学長が推薦する本学専任教職員　若干名

３　前項第２号、第３号及び第８号に掲げる委員の任期は、２年とする。ただし、任期の途中で委員となった者の任期は、前任者の残任期間とす

る。

４　委員は、再任することができる。

第８条　推進委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(１)　第３条に掲げる事業に関する重要事項

(２)　学長から諮問された事項

(３)　その他高等教育推進センターに関する重要事項

２　推進委員会はセンター長が招集し、その議長となる。

３　推進委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ開会することができない。

４　推進委員会の議決に当たっては、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、センター長が決する。

５　推進委員会は、必要に応じ、委員以外の者（学外者を含む。）を推進委員会に出席させ、その意見を求めることができる。

（部会）
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第９条　高等教育推進センターに、第３条に掲げる事業を推進するために、部会を置くことができる。

２　部会の部会長は、推進委員のうちから推進委員会の議を経てセンター長が指名する。

３　部会の構成員は、推進委員のうちから部会長の意見を聴いてセンター長が指名する。

４　センター長が部会長と協議し、必要に応じ、推進委員以外の者を部会に加えることができる。

５　その他部会に必要な事項は、別に定める。

（学生ＦＤチーム）

第10条　センター長のもとに、学生ＦＤチームを置くことができる。

２　学生ＦＤチームは、センター長のもとで、ＦＤ活動を行う。

３　学生ＦＤチームは、本学の学部又は研究科に在籍する学生で、ＦＤ活動への参加を希望する者のうちから、センター長が任命する。

（細則）

第11条　この規程の実施について必要な事項は、推進委員会の意見を聴いて学長が定める。

（事務の所管）

第12条　高等教育推進センターの事務は、高等教育推進支援室の所管とする。

（改正）

第13条　この規程の改正は、学長が推進委員会及び各学部教授会の意見を聴いて行う。

附　則

１　この規程は、平成20年12月１日から施行する。

２　この規程施行の際、改正後の第６条第２項第２号、第３号、第４号及び第６号の委員は、現に「東洋大学ＦＤ委員会規程」により選出された委

員をもって充てる。ただし、任期は、平成21年３月31日までとする。

３　東洋大学ＦＤ委員会規程（平成19年規程第８号）は、廃止する。

附　則（平成27年規程第72号）

この規程は、平成27年４月20日から施行する。

附　則（平成29年規程第126号）

この規程は、平成29年４月１日から施行する。

附　則（平成30年規程第93号）

この規程は、平成30年４月１日から施行する。
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（別紙）設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見 

 

本学部の人材の養成に関する目的は以下のとおりである。 

 

コンピュータ･サイエンス教育を基盤とし、チームを組んで、コンピュータを使いこな

し、情報を通して連携し、素早くアイデアを形にできるような人材を養成する。 

プログラミングを含むコンピュータ･サイエンスの教育をすべてのコースの基盤とし、

新しいビジネスを構築できるマネージャー人材、新しい公共をシステムとして構築でき

るコーディネーター人材、新しい製品と新しい情報サービスを技術とデザインの両面か

ら具体化できる人材など連携イノベーションを起こせる中核人材を養成する。 

 

 まず、学生の受入れについては、入学者の受入れ方針に従い、様々な価値観や興味、生

まれ持った国籍など、社会にある多様性を確保するために、当初より、一般入試、センタ

ー利用入試、総合問題型入試、海外直接入試を含む外国人留学生入試、秋入学のための入

学試験など、多様な入学試験を実施している。 

 また同様に、情報通信技術が社会を変えていくこと、ネット社会で生活することに共感

し、そのことに自身が関わることに興味と意欲をもつ人材を求めるために、「コンピュー

タ・サイエンス型」「INIAD MOOCs 型」の AO 型推薦入試において、事前課題に対するプレゼ

ンテーションや、オンラインによる事前学習を通じて、受験生のプログラミング能力を図

る選抜を実施している。 

 また、令和 2 年度入試からは、推薦入試においても一定の学力試験を課す方向を強化し

ていくとともに、一般入試においては、文系・理系を問わず数学を必須とした入試や、学

力に面接試験を加えて受験生を多面的・総合的に評価する入試も開始した。 

これらのことによって、開設初年度の平成 29 年度は 3,164 名だった志願者が、平成 30

年度以降は継続して 5,000 名を超えるようになっただけでなく、入学後の学生の GPA も向

上し続けており、入学者の受入れ方針に沿った入学者を受入れることができている。 

なお、入学定員の管理については、平成 29 年度は合格者の歩留まり率が予測を大きく上

回ったため、定員 400 名に対して入学者が 1.07 倍の 428 名と 28 名の超過となったが、そ

の後は定員の厳格化を進めている。毎年、入学定員を超過することがないように 400 名の

入学予定者を確保しているが、3 月末に辞退者が発生するため、定員充足率が 0.99～0.96

となっている。 

 

次に教育課程の編成について、教育課程の編成・実施の方針では、以下の方針で教育を

実施することとしている。 

 

・１年次において、全学生を対象に、社会を支える共通基盤としてのコンピュータ・サ

イエンスの基礎と、世界各国の人々とのコミュニケーション能力を身に付けるための
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講義および演習を実施する。 

・2年次以降において、情報通信技術による社会イノベーションの一端を担える人材とな

るために、学生が選択するエンジニアリング、デザイン、ビジネス、シビルシステム

いずれかの専門分野について、高度な知識を身に付けるための講義と、実践的スキル

を身に付けるための演習を実施する。 

・チームで問題解決にあたるプロジェクト型の実習を重視する。特に、3年次においては、

自分と異なる専門性をもつ人間との連携がもつ可能性を実践的に学ぶために、コース

横断で長期にわたるスタートアップ型の実習を実施する。 

・4年次においては、身に付けた専門分野における研究の最先端を知るために、教員の研

究室において卒業研究を実施する。 

 

この達成に向けて、1年次では、必修科目としてコンピュータ・サイエンスとコミュニケ

ーション科目を 30 単位配置しており、特に「情報連携基礎演習」「情報連携実習」「リスニ

ング・スピーキング演習」「リーディング・ライティング演習」については 35 名程度の少

人数・習熟度別クラスで実施している。 

また、1年次の秋学期には、エンジニアリング、デザイン、ビジネス、シビルシステムの

分野の概論科目を開講し、各専門分野に関する導入教育を実施した上で、1年次終了時に専

門分野のコース分けを行っている。 

2 年次以降は、このコースに沿って高度な知識を身に付けるための講義と実践的スキルを

身に付けるための演習を実施する。これらの専門科目は、体系的な教育を実施するために

コースごとにカリキュラム・マップを学生に明示し、各コースで、講義科目と演習、実習

科目が連携した教育を行っている。 

3 年次では、各コースでの教育と並行して、学部全体として、学部が定めた共通テーマに

対して、学生が自らコース横断となる 5 名のチームを組み、専任教員の監督の下、学生主

体でプロジェクトを立案、遂行し、成果を発表する実習を 1 年間かけて実施している。令

和元年度については、共通テーマを「2020 オリンピック・パラリンピックに貢献する」に

設定し、年度末までに 80 チームがそれぞれのプロジェクトについて発表を行った。 

これを受けて、3 年次の 1 月に実施した希望調査に則り、専任教員 28 名の体制で各研究

室に 4年生を配属させ、無事に卒業研究を開始している。 

 

設置計画時からの授業科目の変更であるが、開講形態において、計画時にはクォータ開

講とする予定であった科目のうち、学生の履修の利便性と学修効果を考慮した結果、セメ

スタ開講の方が望ましい科目については、開講形態を変更している。 

また、専門科目の演習、実習は、当初は通年開講とする予定であったが、学生の学修成

果を段階的に測定するとともに、秋入学や学生の半期休学、短期留学などに弾力的に対応

するためにこれをセメスタ開講に変更している。 

その他、一部の科目で授業内容の連続性からの科目の統合や、開講学期の変更が生じて
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いるが、いずれも教育方法上の工夫によるもので、教育内容自体に変更は生じていない。 

なお、留学生支援科目については、交換留学生のための日本語・日本文化教育科目とし

て用意している科目であり、まだ交換留学生が存在しないために未開講となっている。 

 

学生に対しては、入学早々に英語、数学、情報、プログラミングの試験を行い、学生の

習熟度に応じたきめの細かい教育を行うとともに、英語、数学については、一定の基準を

満たさない学生全員に補習教育を実施している。 

また、教育方法として、学生がひとり 1台 PC を持参し、専門科目では MOOCs を活用して、

学生の事前・事後学習を前提とする教育が定着してきているほか、必修科目や各実習、演

習では、担当教員が SNS を活用することにより授業の教材、運営、成績評価の統一や情報

共有を図れており、各学生の学習状況を学部全体で把握する体制が整ってきている。 

学生の学習支援では、GPA による成績優秀者の表彰や奨学金の授与、履修登録上の配慮な

どを行っているほか、外国人留学生に対しては、日本語の正課教育の他、外部業者による

半期週 5 日の日本語講座の実施、チューターによる学生生活及び日本語学習支援を実施し

ている。 

これらの結果として、学生の中には、すでに外部のプログラミングコンテストで表彰さ

れる学生や、後述する最先端の IoT 技術が駆使されている赤羽台キャンパス専用の API を

使って、自らアプリケーションの開発を行っている学生も多数存在している。 

しかし一方で、課題としては、このように専門性を重視し、学生が主体的に学習するこ

とを前提として教育課程や諸制度が作られているが、こうした学部の特性を十分に理解せ

ずに入学してくる学生がいるため、そのうちの一部が出席不良や成績不振に陥り、他の進

路を選択する学生が発生することである。 

この点に関しては、これまで出席や成績の状況により、早期に面談や指導を行ってきて

いるが、今後はこれに加え、学部の学生募集活動や入学手続のタイミングで、こうした学

部の特性をこれまで以上に繰り返し周知していくことによって、入学後のミスマッチを減

少させていくこととする。 

 

教員組織については、すでに設置時の計画における 43 名を上回る 51 名の専任教員が着

任している。教員数の増加に関しては、少人数教育をさらに推進するために助教を多数採

用したことによるものである。本学部では、講義科目と演習、実習科目が連携した教育を

行っており、分野や科目ごとに、教授、准教授と助教がチームを組んで体系的な教育を実

施している。 

また、設置計画時より専任教員の担当科目に追加が生じているが、この点については、

概論、講義科目の教育内容のより一層の充実を図るとともに、演習、実習科目において効

果的なクラス編成を実施するための対応である。 

学年進行に伴い、教員の授業負担は増加している一方で、ICT を活用し、直接的な会議時

間の短縮や学部運営の合理化を図ることで、教育研究以外の教員の負担軽減に努めている。 



4 

 

 

 施設、設備の整備について、新設の赤羽台キャンパスについては、グループワーク用の

少人数教育を中心とした一般教室、講義室やホール、学生の個別学習、グループ学習が可

能なメディアセンターやコミュニティスペースを完備している。また、最先端の IoT 技術

によって、様々な施設・設備がネットワークに接続されている未来のキャンパスであり、

設備や機器が専用の API（Application Programming Interface）を提供することで、キャ

ンパス全体が、情報連携学部の教育研究を実現させるために設計されている。 

3 年次以降の高度な教育に向けて、IoT に関する様々な実験が可能な IoT テストハブや、

デジタルファブリケーションを中心に、ものづくりのための様々な機材をそろえた

Makers’HUB、4 年生が卒業研究を行う各研究室なども整備されている。 

 

最後に、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)関係であるが、前述してきたように、本

学部では、学生が一人 1 台の PC を持参し、MOOCs を活用した教育を展開してきたため、学

生がキャンパスに登校できない状況においても、これまでの教育方法に動画配信やオンラ

インのミーティングを加えることで、リアルタイム配信、双方向、オンデマンド型等の様々

な手法のオンライン講義を実施できている。 

また、各授業で SNS を活用することによって、教員と学生とがリアルタイムでの質疑応

答を行うことができており、5月中旬に実施した Web アンケートにおいても、全体の 92.7%

の学生が、「オンライン講義で十分に学習を進められている」と回答しており、教育に大き

な支障は出ていない。 

むしろ学生の中に、自ら主体的に、感染症対策サイトを独自に作成して県の公認を受け

た学生や、Web による新入生歓迎イベントなどを実施する学生などが多数出てきており、こ

れらは、冒頭に記載した人材の養成に関する目的とも合致するものである。 

 

これらのことから、現時点では、本学部の設置の趣旨・目的についてはおおむね達成で

きていると判断できる。 


